
 

新型コロナウイルスの感染が増加する中、日頃の感染対策に

ご協力ありがとうございます。新潟市は「特別警報」が発令さ

れています。今一度以下の内容を、ご確認頂くようお願いい

たします。 

 

 

 

    新型コロナウイルスの感染防止対策

についてのお願い 

１． 児童・職員が感染したと確認された場

合は、保健所から指示された期間中、休

園となります。突然の連絡となること

が予想されますので、ご留意ください。 

２． 園での集団生活は、感染が蔓延しやす

い状況であることを十分ご理解いただ

いた上で、登園についてご判断いただ

きますようお願いいたします。 

３． 送り迎えに関わる保護者の方や同居

ご家族の方でかぜ症状（微熱・のどの痛

み）などの体調の悪い方がいる場合は、

玄関への入室はせず、玄関横のインター

フォンでお知らせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

お知らせ 

１．そら組のフッ化物洗口について 

５月の連休明けより薬液を使用し、フ

ッ化物洗口を行います。 

２．視力検査について 

   ５月よりゆき・そら・つき組対象の視力

検査を少人数ずつ実施していきます。 

３．水分補給について 

気温が上昇し、暖かい日が増えてきま

した。体が暑さに慣れない５月６月は

熱中症に注意が必要です。朝食をしっ

かり食べ、水分・塩分補給をして登園し

ましょう。 
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